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提言Ⅳ 障害者の地域生活支援に関する提言

 
１ 提言の背景

「東京都障害者計画・第 3 期東京都障害福祉計画」の理念である「障害者が地域で安心

して暮らせる社会の実現」のために、東京都では地域の生活基盤の緊急整備を進めていま

す。しかし、知的障害者の急激な増加や高齢化などのニーズの拡大に対し、通所施設やグ

ループホーム、入所施設等の障害福祉サービスが供給不足となっており、更に強力な整備

が喫緊の課題です。 
知的障害者の手帳取得者の急激な増加は、いくつかの調査でも明らかになっています。

国の療育手帳（東京都は愛の手帳）を持つ在宅の知的障害者は平成 17 年の 41 万 9,000 人

から平成 22 年の 62 万 2,000 人と 1.5 倍に増加しています（資料①参照）。また、「東京都

特別支援教育推進計画  第三次実施計画」によると、特別支援学級と特別支援学校の知的障

害児童は、平成 21 年までの 5 年間で 1.3 倍、さらに情緒学級の児童は 2.5 倍となっていま

す（資料③参照）。幼児期の検診などの知見から知的障害者は約 2％（250 万人）、発達障

害者は 7％（875 万人）と言われています。急増の理由として、手帳を持たない潜在的な

障害者が、平成 18 年の障害者自立支援法による自由なサービス利用が始まったことによ

り、サービスを利用し始め顕在化することになった結果と思われます。平成 22 年におい

てもサービスを利用している知的障害者の手帳取得率は 29％であり、今後、社会的に増加

すると予測できます。 
さらに知的障害者の住まいの問題も危機的状況となっています。これまで、知的障害者

の親の運動や事業者等により多くのグループホームが整備されてきました。東京都のグル

ープホームの緊急整備事業により平成 15 年の 1,500 人分から平成 24 年には 6,600 人分と

年平均約 560 人分強の増加があります。しかし、平成 23 年 3 月から 10 月の東京都の知的

障害者の増加人数は約 1,400 人となっており、グループホームの利用可能性の比率は低下

しています。約 7 万人いる知的障害者の世帯では多くの老障介護の実態が報告され、限界

状態を超えた障害者は、都外のグループホームや入所施設を利用しています。また、1,000
人を切っていた東京都の入所施設待機者は、再び 1,000 人を超えています。 

一方、重度障害者グループホーム、就労支援など優れた東京都独自の障害者施策や各基

礎自治体の運用努力等により、質的には高い障害者福祉サービスを提供してきました。 
しかし、法令の変遷により多様な障害者を網羅し、仕組みを大きく変容させるなか、現

在、「相談支援」や「自立支援協議会」の仕組みの機能強化が求められています。平成 26
年度までに全サービス利用者への「サービス等利用計画」の作成を法は定めていますが、

取り組みは不十分と言わざるを得ません。 
そこで東京都においてケースワークと給付を分け民間事業者等と行政の協業により、地

域にケアマネジメント・ケアアドミニストレーションによる福祉共生社会を築き、障害者

の地域生活を確かなものにするために、次の 3 点を提言します。 
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資料①：厚生労働省「平成 23 年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実

態調査）結果の概要」（Ｈ25.6.28）抜粋  

 

資料②：厚生労働省資料  
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資料③：東京都特別支援教育推進計画  第三次実施計画（平成２２年１１月）抜粋  

 
 
資料④：「東京都障害者計画」「第 3 期東京都障害福祉計画」の概要（Ｈ24.5）抜粋 
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提言Ⅳ 緊急整備事業の継続

平成 27 年度以降も引き続き「障害者の地域移行・安心生活支援 3 か年プラン」の

緊急整備事業を継続し、地域の通所施設、グループホーム、短期入所、障害者支

援施設の更なる整備をすること。  
 （１）施設整備の充実  

国庫補助による社会福祉施設等施設整備費は、24 年度 108 億円、25 年度 52 億

円、26 年度 36 億円と激減しています。東京都においては、各自治体や事業者が

積極的な事業を開発し、通所施設やグループホームなどを中心に急激に拡大して

います。しかし、特別支援学校の知的障害者の増加予測、老障介護による限界家

族の支援の必要性、親亡き後の問題は今後さらに拡大すると予測できます。 
地域移行や就職支援の充実など地域における障害者の受け入れを推進しつつも、

専門的な支援が必要な障害者に適切なサービスを提供するために、26 年度で終了

する「障害者の地域移行・安心生活支援 3 か年プラン」を継続し、更に高い目標

で実施されることが求められています。 
 

 
提言Ⅳ グループホーム支援センターの新設

グループホーム世話人の支援力の向上や運営の適正化のために新たに「グループ

ホーム支援センター」を整備すること。  
（１）「グループホーム支援センター」の概要  

「親亡き後」の住まいの問題は、古くて新しい問題です。かつて親の会運動等を

背景に東京都の生活寮や国のグループホーム制度が整備され、多くのグループホ

ームが地域にできています。その設置主体の多くが単独または小規模事業者であ

り、その運営基盤の脆弱さは、時に利用者虐待や不適切な事業運営となり社会問

題化しています。昨年の障害者虐待防止法通報の統計を見ても、グループホーム

の世話人による利用者虐待や横領などが明らかになっています。また、通報に至

らない多くの相談事例が事業者団体などに寄せられています。これは単純な制度

設計では補えない、障害におけるニーズの多様さの矛盾が表出した結果であり、

単純に世話人など直接支援に入るものだけを責められるものでもありません。そ

こで、基幹相談支援センターに「グループホーム支援センター」を新たに配置し、

意思決定支援の必要な障害者が、安心して暮すための地域生活基盤を整備する必

要があります。 
（２）「グループホーム支援センター」のおもな役割  
①グループホームのネットワークづくり  
②グループホーム利用者の権利擁護の取り組み  
③グループホーム事業者に運営上および利用者支援上の相談・情報提供等を行う  
④グループホーム従業者に対する研修の実施  
⑤個々の利用者のグループホームに関する相談に対応  

 
今後とも増加するグループホーム利用者のためにも、地域の課題の抽出、地域のニ
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ーズに基づく研修、地域の個別の事例検討を通した研修等、地域のニーズに基づくコ

ーディネートは必須と思われます。東京都でも先進的な地域では相談支援事業所が、

運営法人を越えてグループホーム事業者のネットワーク作りを始めているところもあ

りますが、専門的な人材の確保が必要という声もあります。運営法人を越えた取り組

みが必要となることや、高度な知識、運営力が必要となる人材を確保育成できるか等

の課題はありますが、早急に取り組む課題です。 
 

 
提言Ⅳ 地域における「相談」の質を高めること

生活基盤となる地域での支援を必要とする障害者にとって相談機関は、大切なパー

トナーとなります。現状においても行政窓口や福祉司等によるケースワークとしての

相談が行われています。更に、障害者総合支援法ではサービス等利用計画を作成する

指定特定相談支援事業者（以下事業者）は、その利用者に対する基本相談支援も行う

こととしています（資料⑤「障害者の相談支援体系」参照）。これらの地域の相談支援

の連携や質の向上には、基幹相談支援センター機能の強化が望まれますが、東京都に

おいては十分に機能していません。 
また、平成 26 年度中に利用者のサービス等利用計画を作成することが義務付けられ

ていますが、大変困難な状況と言われています。これは法制度的に、事業者が参入を

ためらう要因があると言われています。世田谷区自立支援協議会「指定特定相談支援

事業に関する提言書」によると、事業者は、「運営にかかる収支の検討や人材の確保の

観点から、事業の運営が困難との判断」をし参入をためらい、「多くの事業所が赤字経

営となっており、状況によっては事業からの撤退も検討が必要などの状態も生じてい

る」ことを指摘しています。現状の報酬や業務時間などから検討し、事業者が「障害

者福祉に精通した相談支援専門員を雇用し、事業者が安定した経営を行うことで初め

て、利用者が安心して相談できる体制が確立する」とし、事業者の経営安定化のため

に「基本相談支援の報酬対象化」、「新規利用者に対する計画作成報酬への加算」、「事

業所開設時の初期費用の補助」を提言しています。 
この世田谷の考察と提言は、多くの地域で自治体や事業者、障害者本人からも意見

があがっています。報酬の改定が必要でしょう。また、地域での事業振興を進めるこ

とが大切です。 
（１）指定特定相談事業者の参入促進を進めること  
東京都における障害者の相談支援に関わる全ての関係者による、事業者参入への現

状理解と促進策へ英知を集める必要があります。基幹相談支援事業所などは、参入希

望事業者への関係法令や実践的なサービス計画作成手法の情報提供や職員育成などを

進める必要があります。また、東京都や各自治体における報酬の上乗せなども効果的

な方法のひとつであり、世田谷区自立支援協議会の提言は参考になります。 
 

（２）障害者一人ひとりの基本相談、計画相談の質を高め維持すること  
サービス等利用計画作成ばかりでなく、日常的な基本相談が支援の基本です。これ

は、支援者の力量に左右されるもので、担う職員育成や職員が安心して働ける環境整
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備が必要になります。専用ソフトなどの業務効率化や標準化、職員への経済的な保証、

適切な実践的な研修なども重要です。 
 
 

資料⑤：厚生労働省障害保健福祉関係主管課長会議（Ｈ23.6.30）抜粋  
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